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しょうゆ及び液体商品の価格改定について

　

記

１．対象商品 しょうゆ及び液体商品

２．改定時期 令和８年１０月１日（木）納入分より

３．改定内容 希望小売価格約６～１５％の価格改定（価格引き上げ）

１）しょうゆ ２０アイテム

２）液体商品 １６アイテム

以 上

■リリースに関するお問い合わせ先

ヒガシマル醬油㈱　人事総務部（岡崎普子・山口祐一）

TEL：0791-63-4567（代表）　FAX：0791-63-3407　〒679-4167　兵庫県たつの市龍野町富永100-3

　ヒガシマル醬油株式会社（本社：兵庫県たつの市、社長：竹内宏平）は、令和８年１０月

１日（木）納入分より、しょうゆ及び液体商品の価格改定を実施いたします。

　当社では、原材料やエネルギー等の価格上昇が続く中、安全・安心な原料の確保、生産の

効率化、ならびに最大限の合理化に努めてまいりました。しかしながら、企業努力だけでは

コスト上昇分を吸収することは極めて困難な状況となっております。

　つきましては、やむを得ず下記の通り、価格改定を実施することといたしました。

　今後も経営努力を重ね、品質向上、安定供給にさらに努力してまいります。


